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●わたしたち南魚沼市民は、
　人間を大切にします。
●わたしたち南魚沼市民は、
　自然を大切にします。
●わたしたち南魚沼市民は、
　ものづくりを大切にします。

南魚沼市民憲章
【平成19年４月１日制定】
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法
律
の
改
正
に
よ
り
、
５
月
25

日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

（
以
下
、
通
知
カ
ー
ド
）
が
廃
止

と
な
り
、
次
の
よ
う
に
取
り
扱
い

が
変
わ
り
ま
し
た
。

※
個
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
変
わ
り

ま
せ
ん
。
通
知
カ
ー
ド
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
す

る
ま
で
捨
て
な
い
で
く
だ
さ
い

通
知
カ
ー
ド
の
取
り
扱
い

通
知
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
の
変

更
や
通
知
カ
ー
ド
の
交
付
、
再
交

付
は
行
い
ま
せ
ん
。
通
知
カ
ー
ド

の
記
載
事
項
が
住
民
票
と
一
致
し

て
い
る
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
証
明
書
類
と
し
て
引
き
続
き
利

用
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
方
法

出
生
や
国
外
か
ら
の
転
入
な
ど

に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
新
た

に
付
番
さ
れ
る
人
に
は
、「
個
人

番
号
通
知
書
」
を
郵
送
し
ま
す
。

た
だ
し
、「
個
人
番
号
通
知
書
」

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書

類
と
し
て
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
・
証
明

方
法改

姓
や
住
所
変
更
な
ど
に
よ
り
、

障
が
い
な
ど
の
理
由
で
、
保
育

園
・
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
で
専
任

職
員
の
対
応
が
必
要
な
児
童
（
要

支
援
児
）
の
入
園
募
集
を
行
い

６
月
末
ま
で
開
催
を
見
合
わ
せ

て
い
た
「
市
長
と
市
民
の
車
座
会

議 

ざ
っ
く
ば
ら
ん
（
市
政
懇
談

会
）」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
に
よ
り
、
本
年
度
の
開

催
を
中
止
し
ま
す
。
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。

他
今
後
、
各
会
場
で
配
布
す
る
予

定
だ
っ
た
資
料
を
公
開
し
、
意

見
な
ど
を
募
集
し
ま
す
。
詳
し

く
は
、
市
報
７
月
１5
日
号
（
予

定
）
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

本
紙
に
掲
載
し
て
い
る
各

種
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、

中
止
や
延
期
、
内
容
が
変
更

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

最
新
の
情
報
は
、
各
主
催

者
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
市
民
課 

市
民
班
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６
６
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問
・
申
子
育
て
支
援
課

　
☎
７
７
３

−

６
８
２
２

問
・
申
秘
書
広
報
課

　
☎
７
７
３

−

６
６
５
８

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド
の
廃
止

令
和
３
年
度 
教
育
・

保
育
施
設
の
要
支
援
児

入
園
募
集

令
和
２
年
度
市
長
と
市
民
の

車
座
会
議 

ざ
っ
く
ば
ら
ん

（
市
政
懇
談
会
）の
開
催
を

中
止
し
ま
す

通
知
カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
て
い
る

氏
名
、
住
所
な
ど
が
住
民
票
と
異

な
る
場
合
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ

か
ら
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
す
る
か
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
さ
れ
た
住

民
票
や
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

の
取
得
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確

認
、
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

他
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
申
請

か
ら
交
付
ま
で
１
か
月
半
ほ
ど

か
か
り
ま
す
。
申
請
方
法
や
休

日
・
時
間
外
窓
口
の
開
設
な
ど

詳
し
く
は
、
市
報
５
月
１
日
号

や
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

ま
す
。

対①　

身
体
障
が
い
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る

② 

療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る

③　

①
、
②
と
同
程
度
の
障
が
い

が
あ
る
と
医
師
が
診
断
し
た

④　

療
育
相
談
な
ど
で「
要
観
察
」

と
な
り
、
医
師
が
「
専
任
職
員
の

対
応
が
必
要
」
と
判
断
し
た

提
出
書
類

入
園
申
込
書
、
保
育
園
等
入
園

基
準
指
数
表
、
保
育
の
必
要
性
を

証
明
す
る
書
類
（
就
労
証
明
書
、

母
子
手
帳
な
ど
）、
対
象
児
童
を

証
明
す
る
書
類
（
手
帳
の
写
し
、

医
療
機
関
な
ど
の
診
断
書
、
専
任

職
員
の
対
応
を
必
要
と
す
る
医
師

の
紹
介
状
な
ど
）

募
集
期
間

７
月
１
日
㈬
～
3１
日
㈮

受
付子

育
て
支
援
課
、
大
和
・
塩
沢

市
民
セ
ン
タ
ー
、
第
１
希
望
の
園

注
意

・
現
在
、
保
育
園
な
ど
に
入
園
し
、

引
き
続
き
入
園
を
希
望
す
る
場

合
も
申
込
み
が
必
要
で
す
。

・
入
園
後
の
適
切
な
教
育
・
保
育

の
た
め
、
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
が
実
施
す
る
「
遊
び
の
教

室
」
を
案
内
し
ま
す
。

・
療
育
に
関
す
る
相
談
は
保
健
課

（
☎
７
７
３−

６
８
１
１
）
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。


